
 (2) 各府省等全体の契約の概況 

調査の結果 説明図表番号 

各府省並びに人事院、会計検査院、衆議院事務局、参議院事務局、国立国会図書

館及び最高裁判所（以下、本細目において「各府省等」という。）において、平成21

年度から23年度までに締結されている契約の概況は、以下のとおりである。 

ア 契約方式の概要 

  各府省等が締結している契約に係る方式としては、会計法（昭和22年法律第35

号）第29条の３第１項の規定等に基づき、一般競争契約、指名競争契約及び随意

契約の３つの方式があり、機会の均等及び公正性の保持の原則に従いつつ、最も

有利な条件の相手方を選定するため、一般競争契約が原則とされている。 

  ただし、ⅰ）契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争

に付する必要がない場合及び一般競争に付することが不利と認められる場合にお

いては指名競争（同条第３項）、ⅱ）契約の性質又は目的が競争を許さない場合、

緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利

と認められる場合においては随意契約（同条第４項）、ⅲ）予定価格が少額である

場合その他政令で定める場合においては、同条第１項及び第３項の規定にかかわ

らず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約（同条第５項）

によることができるとされている。 

また、このような法令上の契約方式とは別に、随意契約について、競争性を高

めるための方策として、企画競争や公募が行われている。 

 

イ 各府省等の契約の概況 

  18年８月財務大臣通知に基づく契約に関する統計（以下「契約統計」という。）

（注）によれば、平成23年度の各府省等における契約の総件数及び総金額は約15.5

万件、約6.9兆円となっており、21年度（約17.4万件、約8.1兆円）と比較して約

2.0万件、約1.1兆円減少している。 

（注）契約統計において、少額随意契約等は対象とされていない。 

また、平成23年度における契約について、その属性等別にみると、次のように

なっている。 

〔各府省等別の状況〕 

防衛省が約5.0万件、約2.7兆円（総金額の38.4％）と最も多く、次いで、国土

交通省が約4.8万件、約2.4兆円（同35.0％）、農林水産省が約1.4万件、約5,300

億円（同7.6％）で、これら３府省で総契約金額の81.0％を占めている。 

〔契約方式別の状況〕 

競争契約が約9.2万件（約3.7兆円）、随意契約が約6.2万件（約3.2兆円）となっ

ており、随意契約のうち、競争性のある随意契約は約3.8万件（約1.9兆円）、競争

性のない随意契約は約2.5万件（約1.4兆円）となっている。 

〔契約種類別の状況〕 

物品・役務等が約11.7万件（約4.3兆円）、公共工事等が約3.8万件（約2.6兆円）

となっている。 
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また、内閣官房が、契約統計等に基づき作成・公表している応札者、応募者等

（以下、これらを総称して「応札者等」という。）数別の契約件数（不落・不調随

意契約、競争性のない随意契約を除く。）をみると、応札者等が１者のものが約4.1

万件（総契約件数の33.2％）、２者以上のものが約8.3万件（同 66.8％）となって

いる。 

表１-(2)-イ-⑤ 
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表１－(2)－ア－① 会計法（昭和 22年法律第 35号）＜抜粋＞ 

第29条の３ 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）は、売

買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第３項及び第４項に規定する

場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。  

② （略） 

③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第１項の競争に付する必要が

ない場合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定め

るところにより、指名競争に付するものとする。 

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することがで

きない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めると

ころにより、随意契約によるものとする。 

⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第１項及

び第３項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契

約によることができる。 

（注）下線は当省が付した。 
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表１－(2)－ア－② 予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165号）＜抜粋＞ 

（予定価格の決定方法）  

第80条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。

ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合に

おいては、単価についてその予定価格を定めることができる。  

② 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、

履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。 

（指名競争に付することができる場合）  

第94条 会計法第29条の３第５項の規定により指名競争に付することができる場合は、次

に掲げる場合とする。  

一 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。  

二 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。  

三 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。  

四 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。  

五 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。  

六 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万

円を超えないものをするとき。 

② 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。 

（随意契約によることができる場合）  

第99条 会計法第29条の３第５項の規定により随意契約によることができる場合は、次に

掲げる場合とする。  

一 国の行為を秘密にする必要があるとき。  

二 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。  

三 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。  

四 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。  

五 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。  

六 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。  

七 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万

円を超えないものをするとき。  

八 運送又は保管をさせるとき。  

九～二十五 （略） 

第99条の２ 契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をして

も落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証

金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変

更することができない。 

第99条の３ 契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で

随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に

付するときに定めた条件を変更することができない。 
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表１－(2)－ア－③ 国における契約方式等 

契約方式 落札方法等 根拠法令 

一般競争契約 

 

国の原則的な契約

方式。国が公告をし

て、不特定多数の者で

競争入札を行う。 

最低価格落札方

式 

・ 一般競争契約の原則的な選定方式 

・ 国が定めた予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって申込みをした者を

落札者とする方式 

会計法第 29条

の３第１項 

予決令第 70条

～第 93条 

総合評価落札方

式 

・ 価格及びその他の条件（技術力や企画

内容の創意工夫などの諸条件）が国にと

って最も有利なものをもって申込みを

した者を落札者とする方式 

会計法第 29条

の６第２項 

指名競争契約 

 

契約の性質又は目

的により競争に加わ

るべき者が少数で一

般競争に付する必要

がない場合及び一般

競争に付することが

不利と認められる場

合等 

最低価格落札方

式 

・ 指名競争契約の原則的な選定方式 

・ 国が定めた予定価格の制限の範囲内で

最低の価格をもって申込みをした者を

落札者とする方式 

会計法第 29条

の３第３項 

予決令第 94条

～第 98条 

総合評価落札方

式 

・ 価格及びその他の条件（技術力や企画

内容の創意工夫などの諸条件）が国にと

って最も有利なものをもって申込みを

した者を落札者とする方式 

会計法第 29条

の６第２項 

随意契約 

 

契約の性質又は目

的が競争を許さない

場合、緊急の必要によ

り競争に付すること

ができない場合及び

競争に付することが

不利と認められる場

合等 

公募 ・ 行政目的の達成のため、どのような設

備又は技術等が必要であるかをホーム

ページ等で具体的に明らかにした上で、

参加者を募る方式 

会計法第 29条

の３第４項 

企画競争 ・ 複数の者に企画書等の提出を求め、そ

の内容について審査を行う方式 

会計法第 29条

の３第４項 

不落・不調 ・ 競争に付しても入札者がない場合、又

は再度の入札をしても落札者がない場

合等に随意契約とすることができる方

式 

予決令第 99条

の２ 

予決令第 99条

の３ 

（注）１ 会計法令等に基づき、当省が作成した。 

２ 公募、企画競争、不落・不調随意契約は、契約統計において、随意契約における競争性の

ある契約方式とされている。 

３ 随意契約には、上記のほか「緊急随意契約」、「秘密随意契約」、「少額随意契約」等がある。 

４ 「公共サービス改革プログラム」（平成 23 年４月行政刷新会議公共サービス改革分科会）

において、平成 23 年度から競り下げの試行を実施するとされた（競り下げの試行は平成 24

年度で終了している。）。 
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表１－(2)－イ－① 各府省等が締結した契約の総件数及び総金額の推移 

（単位：件、億円） 

 

 

 

（注）契約統計に基づき、当省が作成した。 
 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成21年度 22年度 23年度 

総契約件数 

21年度→23年度 

△19,743件 

（△11.3％） 

総契約金額 

21年度→23年度 

△11,171億円 

（△13.9％） 

174,340 

148,154 
154,597 

80,599 

63,852 
69,428 

総契約件数    総契約金額 
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表１－(2)－イ－② 各府省等における平成 23年度の契約件数及び金額 

（単位：件、％） 

 
 

 

（単位：億円、％） 

 
（注）１ 「平成 24年度調達改善の取組に関する点検結果」（平成 25年８月６日行政改革推進会議）に基

づき、当省が作成した。 

なお、「平成 24年度調達改善の取組に関する点検結果」における平成 23年度の契約の合計件数

と、契約統計における 23年度の契約件数とは異なっている。 

２ 「その他」は、人事院、会計検査院、衆議院事務局、参議院事務局、国立国会図書館及び最高

裁判所を表す。 

３ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。 

17 
18 
46 
89 
205 
358 
1,215 
1,754 
2,348 
2,527 
2,840 
2,842 
3,346 
3,466 

6,916 
6,982 

8,172 
13,581 

47,798 
50,078 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

内閣法制局    0.0 
復興庁      0.0 
公正取引委員会  0.0 
消費者庁     0.1 
金融庁      0.1 
宮内庁      0.2 
外務省      0.8 
総務省      1.1 
環境省      1.5 
内閣官房・内閣府 1.6 
経済産業省    1.8 
国家公安委員会  1.8 
その他      2.2 
文部科学省    2.2 
法務省      4.5 
財務省      4.5 
厚生労働省    5.3 
農林水産省    8.8 
国土交通省    30.9 
防衛省      32.4 

1 
1 
3 
14 
50 
51 
318 
534 
627 
704 
741 
1,219 
1,254 
1,453 
1,495 

2,115 
2,629 

5,262 
24,275 

26,684 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

内閣法制局    0.0 
復興庁      0.0 
公正取引委員会  0.0 
消費者庁     0.0 
金融庁      0.1 
宮内庁      0.1 
外務省      0.5 
その他      0.8 
環境省      0.9 
国家公安委員会  1.0 
総務省      1.1 
法務省      1.8 
文部科学省    1.8 
内閣官房・内閣府 2.1 
財務省      2.2 
厚生労働省    3.0 
経済産業省    3.8 
農林水産省    7.6 
国土交通省    35.0 
防衛省      38.4 

合計金額：６兆 9,428億円 

合計件数：154,598件 
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表１－(2)－イ－③ 契約方式別の契約件数及び金額の推移 

（単位：件） 

 
 
 
 
 

（単位：億円） 

 
（注）１ 契約統計に基づき、当省が作成した。 

２ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。 
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競争契約合計 

92,176 

21年度→23年度 

△13,284（△12.6％） 

 

随意契約合計 

62,421 

21年度→23年度 

△6,459（△9.4％） 

 

（競争性のある随意契約） 

21年度→23年度 

△3,213（△7.8％） 

 

（競争性のない随意契約） 

21年度→23年度 

△3,246（△11.6％） 

 一般競争契約 

 

 指名競争契約 

 

 競争性のある

随意契約 

 

競争性のない

随意契約 

 

174,340 

148,154 
154,597 

(16.0%) (15.8%) (16.0%) 

競争契約合計 

37,140 

21年度→23年度 

△7,754（△17.3％） 

 

随意契約合計 

32,288 

21年度→23年度 

△3,417（△9.6％） 

 

（競争性のある随意契約） 

21年度→23年度 

＋234（＋1.3％） 

 

（競争性のない随意契約） 

21年度→23年度 

△3,651（△21.0％） 

 

80,599 

 一般競争契約 

 

 指名競争契約 

 

 競争性のある

随意契約 

 

競争性のない

随意契約 

(19.8%) (20.8%) 
(21.6%) 

63,852 

69,428 

 

90,067 

80,856 80,746 

15,393 
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11,430 

40,959 
32,321 

37,746 

27,921 23,445 24,675 

40,708 

30,334 
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4,186 

4,060 
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18,325 

16,160 
18,559 

17,380 
13,298 13,729 

－23－



表１－(2)－イ－④ 契約種類別の契約件数及び金額の推移 

（単位：件） 

 
 

 

（単位：億円） 

 
 

（注）１ 契約統計に基づき、当省が作成した。 

２ 「公共工事等」とは、契約統計における公共工事及び公共工事に係る設計業務等をいう。 

３ 「物品役務等」とは、契約統計の対象となる契約から「公共工事等」に係る契約を除いたもの

をいう。 
４ 計数はそれぞれ四捨五入しているため、合計等が一致しない場合がある。 
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21,977（57.9％） 
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△395（△1.8％） 

 

（指名競争） 

10,477（27.6％） 
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＋276（＋2.7％） 

 

（随意契約） 

5,517（14.5％） 
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（一般競争） 
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＋285（＋0.5％） 

（指名競争） 
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△378（△28.4％） 

（随意契約） 

22年度→23年度 

＋5,786（＋11.3％） 

 
公共工事等 物品役務等 

(50.4%) 

(0.8%) 

(48.8%) 

37,971 

110,933 
116,626 

一般競争契約  指名競争契約  随意契約 

 

22,656 

一般競争契約  指名競争契約  随意契約 

26,020 

41,196 
43,408 

（一般競争） 

22,176（85.2％） 

22年度→23年度 

＋2,207（＋11.1％） 

 

（指名競争） 

1,885（7.2％） 

22年度→23年度 

＋541（＋40.3％） 

 

（随意契約） 

1,960（7.5％） 

22年度→23年度 

＋617（＋45.9％） 

(25.1%) 

(5.0%) 

(69.9%) 

（一般競争） 

22年度→23年度 

＋522（＋5.0％） 

（指名競争） 

22年度→23年度 

△525（△19.3％） 

 

 

（随意契約） 

22年度→23年度 

＋2,213（＋7.9％） 

1,343 

 

公共工事等 物品役務等 

58,484 

58,769 

10,201 

1,331 

953 

4,648 

51,118 56,904 

19,969 

10,366 

10,888 

1,344 

28,115 
30,328 

2,716 
2,191 

22,372 

37,221 

－24－



表１－(2)－イ－⑤ 平成 23年度における応札者等数別の契約件数 

（単位：件） 

 
（注） 「平成 24年度調達改善の取組に関する点検結果」（平成 25年８月６日行政改革推進会議）に基づ

き、当省が作成した。 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

一般競争

契約 

指名競争

契約 

企画競争 公募 合計 

１者応札・応募 ２者以上応札・応募 

(24.9%) 

(75.1%) 

(98.7%) 
(66.8%) 

(33.2%) 

(14.0%) 

(86.0%) 

(66.8%) 

(33.2%) 

(1.3%) 

80,746 

11,430 12,415 

19,416 

124,089 

60,615 

20,131 

11,286 

144 

8,288 

4,127 

2,655 

16,761 

82,926 

41,163 

－25－




